
 

岩手の県土利用に関する基本方針 
県土利用の将来像を示す構想（ビジョン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土利用計画を上位計画とする土地利用を総合調整するための即地的な計画 

 

 

１ 土地利用の基本方向 

 (1) 県土利用の基本方向 

 (2) 土地利用の原則 

２ 五地域区分の重複する地域におけ

る土地利用に関する調整指導方針 

 ・ 土地利用の優先順位、土地利用の

誘導の方向等 

３ 土地利用上配慮されるべき公的機

関の開発保全整備計画 

 ・ 相当規模にわたる面的広がりを持

つ公的機関を主体とする開発保全

整備計画（該当なし） 
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計画図に図示された地域区分ごとに、それぞれ

の原則に従って適正に利用 

限られた資源である県土の総合的かつ計画的な

利用を通じ、その安全性を高め、持続可能で豊か

な県土を形成する県土利用を目指す 
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岩 手 県 土 地 利 用 基 本 計 画 の 概 要（素案） 
 

 

 

安全安心な地域社

会の構築に向けた

岩手の強靭化 

「低炭素社会」 

「循環型社会」 

「自然共生社会」 

の実現 

適切な県土管理水

準の確保 

土地の良好な管理

と有効利用 

都市計画法 

農業振興地域の整備に関する法律 

農地法、景観法等 

森 林 法 

自然公園法 

自然環境保全法 

都 市 計 画 区 域 

国 有 林  

地域森林計画対象民有林 

農 業 振 興 地 域 

国立公園・国定公園 

県立自然公園 

原生自然環境保全地域 

自然環境保全地域 

県自然環境保全地域 

県民の暮らしを支
える県土利用 

自然環境や美しい
景観を守り活かし
ていく県土利用 

安全・安心を実現す
る県土利用 

国土利用計画岩手県計画（第五次） 

都 市 地 域 

農 業 地 域 

森 林 地 域 

自然公園地域 

自然保全地域 

人口減少、高齢化、財政制約等への対応 

適切な県土管理と県土利用の質的向上 
 

複合的な施策の推進と県土

の選択的な利用 
 

県土の有効利用に向けた多

様な主体の参画 
 

岩手県土地利用基本計画 

計画書 
土地利用の調整等に関する事項 

計画図（五地域図） 
５万分の１の図面に五つの地域を表記 

基

本

と

す

る 

個 別 規 制 法 

都市地域 
 地域の状況等も踏まえつつ、郊外への拡大を抑制
し、都市機能や居住を中心市街地へ適切に誘導する
とともに、低・未利用地や空き家等の有効利用など
による土地利用の効率化を図る 

農業地域 
 不断の良好な管理を通じて県土の保全や自然環

境保全等の農業の有する多面的機能の維持・発揮を
図るとともに、環境への負荷の低減に配慮した農業
生産の推進を図る 

森林地域 
森林の有する多面的な機能を将来にわたり高度

に発揮させるため、発揮を期待する機能に応じた施
業を実施し、多様で健全な森林の整備と保全を図る 

自然公園地域 
適正な管理の下で、自然の特性を踏まえつつ自然

体験・学習等の自然とのふれあいの場としての利用
を図る 

自然保全地域 
高い価値を有する原生的な自然地域、野生生物の

重要な生息・生育地があり、その改変は原則として
避け、保全に万全を期するとともに、その適切な配
置や連続性の確保を図る 

土 に

地 関

利 す

用 る

の 措

規 置

制 
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